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４ 救急医療 

現状と課題 

（１）救急医療体制 

＜現状＞ 

○ 初期救急医療体制については、休日の日中における在宅当番医制が５地区医師会で実施されてお

り、休日夜間急患センターは 11 箇所で運営されています。（令和５年９月現在） 

○ 二次救急医療体制については、救急告示医療機関が 88 医療機関であり、救急告示医療機関を補完

する体制として、地域の病院が交替で休日及び夜間の診療に当たる病院群輪番制が、京都･乙訓、

山城北医療圏において 66 医療機関（救急告示病院との重複 55 医療機関を含む。）により実施さ

れています。（令和５年９月現在） 

○ 三次救急医療体制については、三次救急に対応する救命救急センターを６医療機関指定していま

す。（令和５年９月現在） 

○ 救急医療体制については、選定困難事案の割合が全国と比較して低い状況ですが、新型コロナウ

イルス感染症の影響によって全国的に指標が悪化するなか、前回計画の策定時（平成 30 年）と比

べると悪化しています。 

※選定困難事案（救急医療機関への照会４回以上の事案。重症）の状況 

令和３年 京都府 2.4％（181 件／7,462 件）（全国 4.3％（19,174 件／450,378 件）） 

平成 30 年 京都府 1.4％（111 件／7,672 件）（全国 2.4％（10,861 件／459,167 件）） 

 

＜課題＞ 

○ 増加する高齢者の救急や、精神疾患を有する患者や障害者、小児、妊婦、透析患者等、特に配慮

を要する救急患者を受け入れるために、地域における救急医療機関の役割を明確化する必要があ

ります。 

○ 高齢化の進展に伴い救急搬送件数は増加を続けており、心筋梗塞や脳卒中等の死亡率の高い疾患

の急病患者数も依然多いことから、高齢者救急の増加や緊急性・専門性の高い症例に対応した救

急医療提供体制の強化が課題であります。 

○ 救急医療機関での救命後、円滑に転院や在宅医療へ繋ぐ連携体制の構築が必要です。 

○ 居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受けられるような環境整備を進める

必要があります。 

 

（２）救急搬送体制 

＜現状＞ 

○ 救急搬送については、救急搬送時間が全国と比較して短い状況ですが、新型コロナウイルス感染

症の影響で全国的に指標が悪化するなか、前回計画の策定時（平成 30 年）と比べると悪化してい

ます。 

※救急医療機関への搬送時間の状況 

令和３年 京都府 平均 34.1 分（全国 平均 42.8 分） 

平成 30 年 京都府 平均 33.4 分（全国 平均 39.5 分） 
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○ 傷病程度別搬送人員においては、軽症の割合が全国と比較して高い状況です。 

※都道府県別傷病程度別搬送人員のうち軽症者の割合 

令和３年 京都府 56.2％（67,605 人／120,349 人）（全国 44.8％（2,460,460人／5,491,744人）） 

○ 高齢者の救急搬送人員については、全国の救急搬送人員が4.6％（H24 5,250,302人→R3 5,491,744

人）の増加に対し、高齢者（65 歳以上）は 22.0％（H24 2,786,606 人→R3 3,399,802 人）の大幅

増加となっています。 

○ 関西広域連合が運航するドクターヘリ（３府県ドクターヘリ、京滋ドクターヘリ、大阪府ドクタ

ーヘリ）による広域的な救急医療体制を構築しています。 

 

＜課題＞ 

○ ドクターヘリの運航については、北部地域においてセーフティネットが一重のエリアがあること

から、重複要請や多数傷病者発生事案等への対応に課題があります。 

 

（３）救急救命の人材養成 

＜現状＞ 

○ 救急救命に関わる医師・看護師・救急救命士等は増加傾向にあります。 

 

＜課題＞ 

○ 高齢化の進展に伴い救急搬送件数は増加が見込まれており、引き続き、人材育成に取り組む必要

があります。 

 

（４）救急相談体制 

＜現状＞ 

○ 救急医療に関する情報提供については、救急医療情報システムによる府民への情報提供に加え、

救急安心センターきょうと事業（＃7119）による電話相談体制を構築しています。 

 

＜課題＞ 

○ 府民が電話相談等により、適切な医療機関の受診や救急車の要請ができる体制の強化が課題です。 

 

（５）府民への普及啓発 

＜現状＞ 

○ 病院前救護体制の強化のため、救急講習会等を通じて府民への啓発を実施しています。 

 

＜課題＞ 

○ 高齢社会に対応した救急医療体制を構築するため、引き続き、応急手当の技術･知識の普及啓発を

進めていく必要があります。 
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 全ての救急患者に対応できる救急医療体制の構築 

 
目標（取組の方向性） 

 ① 地域における救急医療機関の役割の明確化 

 ② 効率的・効果的な救急搬送体制の構築 

 

具体的な施策 

目標① ・隣接府県との連携を促進するとともに、高度救急業務推進協議会等を活用して、府、

市町村、消防機関、医療機関等の相互の連携体制を強化し、初期･二次･三次の各段階に

おける救急医療が適切に機能する体制を整備 

  ・救急医療機関での救命後、円滑に転院や在宅療養へ繋ぐ連携体制を検討 

 ・高度な専門的医療を総合的に実施する医療機関として、地域の救急患者を最終的に受

け入れる役割を果たす救命救急センターの追加指定 

 ・救命救急センターに収容される患者のうち、特に広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等

の特殊疾患患者に対する救命医療を行うための相当高度な診療機能を有する高度救命

救急センターの指定 

 ・救急安心センターきょうと事業（＃7119）による電話相談体制の確保 

  ・高度化･専門化する救急医療に対応した医師・看護師・救急救命士等の養成及び確保の

推進 

 ・府民を対象とした救急講習会の開催や、義務教育の場等における救急医療の適正利用、

府民による救急蘇生法の実施や AED 使用、ドクターヘリの普及啓発を推進 

 

目標② ・救急医療情報システムによる、救急診療の可否、空床の有無に係る医療機関や消防機

関等へのリアルタイムな情報提供の実施 

   ・救急や災害時のドクターヘリ、消防防災ヘリコプター等の活用について、関係者の連

携を協議し、効率的な運用を検討するとともに、厚生労働省が作成するマニュアル等

を踏まえたドクターカーの活用を検討 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

高度救急業務推進協議会等を活
用した関係機関の連携強化、初
期･二次･三次の各段階における
救急医療が適切に機能する体制
を整備 

 

１ 

地域における救急医療機関の役
割の明確化 

 

１ 

全ての救急患者に対応できる
救急医療体制の構築 

 

指標 

選定困難事案の割合
（重症） 

 指標 
中間アウトカムの指
標を全て達成 

指標 
高度救急業務推進協議
会等の開催 

 
選定困難事案の割合
（周産期） 

 
   

２ 

救命救急センターの追加指定  
選定困難事案の割合
（小児） 

    

指標 
救命救急センターの人
口あたり指定数 

        

３ 

高度救命救急センターの指定         

指標 
高度救命救急センター
の人口あたり指定数 

        

４ 

救急安心センターきょうと事業
（＃7119）による電話相談体制の
確保 

        

指標 

#7119 の応答率         

#7119 の認知度         

５ 

高度化･専門化する救急医療に対
応した医師・看護師・救急救命士
等の養成及び確保の推進 

        

指標 

府内の医療施設に従事
する救急科医師数が全
国平均値を上回る医療
圏 

        

        

認定救急救命士数         

６ 

救急講習会や、救急医療の適正な
利用、府民による救急蘇生法の実
施及び AED の使用の促進、ドクタ
ーヘリについて普及啓発を推進 

        

        

指標 
府主催救急講習会等参
加者数 

        

           

７ 

救急医療情報システムによる、救
急診療の可否、空床の有無に係る
医療機関や消防機関等へのリア
ルタイムな情報提供の実施 

 

２ 

効率的・効果的な救急搬送体制

の構築 
    

 
指標 検討会の開催     

指標 関係機関の利用件数         

８ 

ドクターヘリやドクターカーの活
用を検討 

        

指標 検討会の開催         
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｂ１ 

年間の全搬送事案の
うち選定困難事案(医
療機関の選定開始か
ら決定まで４医療機
関以上に受入要請を
した事案）の割合（重
症） 

2.4％ 令和３年 ０％ 令和 11 年 

救急搬送にお
ける医療機関
の受入状況等
実態調査 
（消防庁） 

Ｂ１ 

年間の全搬送事案の
うち選定困難事案(医
療機関の選定開始か
ら決定まで４医療機
関以上に受入要請を
した事案）の割合（周
産期） 

0.4％ 令和３年 ０％ 令和 11 年 

救急搬送にお
ける医療機関
の受入状況等
実態調査 
（消防庁） 

Ｂ１ 

年間の全搬送事案の
うち選定困難事案(医
療機関の選定開始か
ら決定まで４医療機
関以上に受入要請を
した事案）の割合（小
児） 

1.2％ 令和３年 ０％ 令和 11 年 

救急搬送にお
ける医療機関
の受入状況等
実態調査 
（消防庁） 

Ｂ２ 
効率的・効果的な救急
搬送体制の構築に関
する検討会の開催 

１回 令和５年度 
毎年度１回

以上 
令和 11 年度 ― 

Ｃ１ 
高度救急業務推進協
議会等の開催 

１回 令和５年度 
毎年度１回

以上 
令和 11 年度 ― 

Ｃ２ 
救命救急センターの
人口（100 万人）あた
り指定数 

2.3 機関 令和４年度 
全国平均以

上 
令和 11 年度 ― 

Ｃ３ 
高度救命救急センタ
ーの人口（100 万人）
あたり指定数 

０機関 令和４年度 
全国平均以

上 
令和 11 年度 ― 

Ｃ４ #7119 の応答率 77.0％ 令和４年度 
毎年度

80.0％以上 
令和 11 年度 ― 

Ｃ４ #7119 の認知度 22.6％ 令和４年度 42.6％ 令和 11 年度 ― 

Ｃ５ 

府内の医療施設に従
事する救急科医師数
（人口 10 万対）が全
国平均値を上回る医
療圏 

２医療圏 令和２年度 全医療圏 令和 11 年度 
医師・歯科医
師・薬剤師統
計（厚労省） 

Ｃ５ 
認定救急救命士数（人
口 10 万対） 

21.2 人 令和４年 27.3 人 令和 11 年度 
救急救助の現
況（消防庁） 

Ｃ６ 
府主催救急講習会等
参加者数 

1,789 人 令和４年度 1,800 人 令和 11 年度 
京都府医療課
調べ 

Ｃ７ 
救急医療情報システ
ムの関係機関の利用
件数 

114,181 件 令和４年度 
毎年度 

11 万件以上 
令和 11 年度 

京都府医療課
調べ 

Ｃ８ 
ドクターヘリやドクタ
ーカーの活用に関す
る検討会の開催 

１回 令和５年度 
毎年度１回

以上 
令和 11 年度 ― 
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丹後医療圏

山城北医療圏

京都第一赤十字病院

京都第二赤十字病院
京都医療センター
洛和会音羽病院

京都鞍馬口医療センター、府立医科大学附属、
京都大学医学部附属、毛利、宇多野、市立京北、

相馬、西陣、堀川、大原記念、京都下鴨、京都民
医連あすかい、日本バプテスト、吉川、洛陽、西
大路、京都市立、京都民医連中央、洛和会丸太
町、久野、原田、明石、京都回生、京都武田、新
京都南、武田、京都九条、十条武田リハ、泉谷、
太秦、河端、大島、金井、伏見桃山総合、共和、
むかいじま、蘇生会総合、武田総合、愛生会山
科、なぎ辻、京都桂、シミズ、西京都、三菱京都、

洛西シミズ、洛西ニュータウン、向日回生、京都
済生会、新河端、千春会、京都南、冨田、賀茂、
京都博愛会、京都からすま、愛寿会同仁、室町、
がくさい、吉祥院、内田、長岡京、新町（各病院）

京都府救急医療体制図

◎
● 宇治武田病院

宇治病院
都倉病院
宇治川病院

岡本記念病院
六地蔵総合病院

●

●

京都山城総合医療センター

八幡中央病院

美杉会男山病院

●

京都ルネス病院

京都府立医科大学附属

北部医療センター

●

●

京都中部総合医療センター

園部病院

●

●

京丹後市立久美浜病院

京丹後市立弥栄病院
丹後中央病院

□

●

市立福知山市民病院

大江分院 ●

綾部市立病院

綾部ルネス病院

中丹医療圏

●

舞鶴共済病院

舞鶴赤十字病院
舞鶴医療センター

宮津市休日応急診療所

□
福知山市休日急患診療所

●

国保京丹波町病院

●

亀岡市立病院

亀岡ｼﾐｽﾞ病院

□

京都市急病診療所

京都市休日急病歯科中央診療所

●

精華町国保病院
学研都市病院

山城南医療圏

●

京都きづ川病院

南京都病院

●
久御山南病院

□

□

宇治市休日急病診療所

□

城陽市休日急病診療所

□

京田辺市休日応急診療所

□
乙訓休日応急診療所

△

京都府救急医療情報ｾﾝﾀｰ

京都・乙訓医療圏

□

八幡市立休日応急診療所 ●

京都田辺中央病院

（令和５年９月１日現在）

凡例
◎・・・救命救急センター（三次）（６病院）
●・・・救急告示・輪番制病院（二次）（９３病院※）
□・・・休日夜間急患センター（一次）（１１箇所）

休日等歯科診療所（２箇所）
△・・・救急医療情報センター（1箇所）

※ 救急告示の救命救急センター除く

※ 宇治市の休日等歯科診療所は、
休日夜間救急センターと併設

◎

市立福知山市民病院

亀岡市休日急病診療所

南丹医療圏

◎

宇治徳洲会病院

相楽休日応急診療所

□

舞鶴市休日急病診療所

□
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救 急 医 療 体 制 図

施 設 名

京都第一赤十字病院（東山区） 洛和会音羽病院（山科区）

京都第二赤十字病院（上京区） 宇治徳洲会病院（宇治市）

国立病院機構京都医療センター（伏見区） 市立福知山市民病院（福知山市）

３次：重篤患者

●救命救急センター（６箇所）
３次救急医療体制

２次：入院患者

●救急示医療機関

京都市内 京都市外 合計

病 院 ５２ ３６ ８８

●小児救急医療体制整備（６医療圏）

医療圏 実施状況

京都・乙訓 ⑰９月から拡大

山 城 北 ⑰12月～実施、㉖拡大

山 城 南 ㉖４月～拡大実施

南 丹 ⑰12月～実施

中 丹 ㉑12月～拡大実施

丹 後 ㉑12月～実施

１次：外来患者

●在宅当番医制（５地区）

初期救急医療体制

⑤実施地区医師会名

乙 訓（全域）

福 知 山（全域）

舞 鶴（全域）

与 謝（全域）

北 丹（全域）

●休日夜間急患センター（11箇所）

⑤実施施設名

京都市急病診療所（内、小、眼、耳）

宇治市休日急病診療所（内、小、歯）

乙訓休日応急診療所（内、小）

城陽市休日急病診療所（内、小）

八幡市立休日応急診療所（内、小）

京田辺市休日応急診療所（内、小）

相楽休日応急診療所（内、小）

亀岡市休日急病診療所（内、小）

福知山市休日急患診療所（内、小）

宮津市休日応急診療所（内、小）

舞鶴市休日急病診療所（内）

２次救急医療体制

●病院群輪番制（２医療機関）

医療機関名
④運営状況

延日数(日) 参加病院数 うち告示

京
都
・
乙
訓

Aブロック 403 12 6

Bブロック 435 15 13

Cブロック 433 16 13

Dブロック 434 11 11

合 計 1,705 54 43

山城北 144 10 9

救急医療情報センター

参
加
機
関
数

区 分 京都市内 京都市以外 合 計
病 院
消防機関
センター
(検索システム)

６９
１
１

３５
１４
‐

１０４
１５
１

合 計 ７２ ４８ １２０

救 急 患 者

●消防機関
救急隊員数 1,128人

救急隊数 89隊

京都・乙訓：休日、夜間実施
山城北：休日実施

※京都市急病診療所では小児科については
平成17年９月から平日も運営

情報提供
インターネット等

※令和4.4.1現在

※令和4.4.1現在

※令和5.4.1現在

※令和5.4.1現在

※（ ）内は実施地域

休日実施

※令和5.9.1現在

休日実施

●休日等歯科診療所（２箇所）休日実施

京都市休日急病歯科中央診療所

宇治市休日急病診療所
※休日夜間急患センターと併設

 
  


